
  

  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

◼ こんな人のために 子ども（18歳未満の方）や子育てをしている方及び関係者 

◼ こんなことができ 

ます 

子育てに関する様々な相談を受け付けています。その他、子育てサロン

や子育てに関する研修会など様々な活動を行っています。 
 

                                                                                

◼ 電 話 
０７４３－６３－８１６２ 

※ 里親支援に関するお問い合わせは０７４３－８５－５５６７ 

◼ Ｆ Ａ Ｘ ０７４３－６８－１７２１ 

◼ メール 
tenri@sand.ocn.ne.jp 

※ 里親支援に関しては foster-support@welfaretenri.com 

◼ 開所時間 
９時～18時（月～金・日曜日） 

※年末年始を除き祝日も開所 

◼ スタッフ 

施設長・副施設長・相談員・心理相談員・事務員 合計 6人 

※主な資格等…保育士・臨床心理士・公認心理師・児童発達支援管理責任者・

教員免許・社会福祉士 

 

児童家庭支援センターてんり 

所在地 

奈良県天理市別所町７１５－３ 

ホームページ 

① http://centertenri.sakura.ne.jp/  

 ② http://nara-satooya.com/（里親支援） 

アクセス 

 JR桜井線・近鉄天理線「天理駅」より徒歩25分 

※「天理駅」からバスをご利用の場合は 

  奈良交通バス奈良行き「別所」下車 徒歩15分 



  

  

  

                                                                              

◼ 沿 革 

児童家庭支援センターてんりは、平成 12年 10月に地域における子育て支

援の拠点として、児童養護施設 天理養徳院に附設され、平成 13年度には天

理市児童虐待防止ネットワーク（現：天理市要保護児童対策地域協議会）の

始動に際し、構成する関係機関として位置づけられました。 

◼ 活動理念 

「人の子も我子もおなしこゝろもて おふしたてゝよ このみちの人」と

の創設の理念に基づき、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、

地域住民、その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、保護を要

する児童またはその保護者に対する指導・支援を行います。また、併せて児

童相談所、各市町村要保護児童対策地域協議会等の関係機関と連絡調整を総

合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図ります。 

◼ 活動の特色 

同法人内の施設（児童養護施設や児童発達支援教室等）と連携し、地域に

対する切れ目のない子育て支援を実践しています。また奈良県内の里親家庭

に対する支援に力を入れていることも特色です。 

◼ スタッフ 
常 勤 男性２名 女性３名 

非常勤 男性０名 女性１名 

◼ 現在の利用者 

(Ｒ４年度実績) 

相談件数 ３４０件 

延べ件数 ２，３４４件 

 



  

  

 

いずれも無料でご利用いただけます。 

◼ 相 談 

子育てに関する悩み、子どもの成長や育ち・発達についての不安、学校生活（い

じめ・不登校）など、子育てや家庭に関する様々な相談を受け付けています。 

電話等（mail・FAX 含む）や、来所、家庭訪問などで受けた相談に対して、丁

寧な対応を心がけ、継続的なソーシャルワーク、心理療法やカウンセリング、必

要に応じて心理検査等を実施します。相談の秘密は固く守ります。 

◼ 交 流 
おおむね生後４か月以上のお子様とそのご家族を対象とした広場型子育て支援

事業「親子広場ふりー」を実施しています。 

◼ 研 修 
年１～２回、福祉・教育・保健などの関係機関職員および一般の方を対象とし

た「児童福祉専門援助講座」を実施しています。 

◼ 啓 発 

11月の「児童虐待防止推進月間」を中心とした街頭での啓発活動（オレンジリ

ボンキャンペーン等）や、ホームページ・パンフレットを活用しての啓発活動を

実施しています。また、児童福祉に関する出前講座も実施しています。 

◼ 連 携 

児童相談所や各市町村の要保護児童対策地域協議会をはじめ、児童福祉に関す

る様々な関係機関、更には同法人内の児童養護施設や児童発達支援教室等とも連

携し、切れ目のない子育て支援の実践に努めています。 

◼ その他 

子どもと親を守るために、緊急の連絡（虐待通告）も受け付けています。通告

を受けた後は直ちに当該市町村の要保護児童対策地域協議会の事務局、もしくは

児童相談所に連絡・通告します。場合によっては直接調査をすることもあります。 

                

 

                                        

◼ 代表 

当センターは、本体施設である「天理養徳院」で永年培った児童の養育支援実

践を活かし、地域の子育て支援、里親支援につとめてまいりました。これからも

より充実した援助ができるよう、また、地域に根差した活動ができるよう、精一

杯努めてまいります。 

◼ スタッフ 

長い長い子育ての日々には、晴れの日も雨の日もあり、時には嵐の日も…。し

かし、たとえどんな日であっても、一人ではありません。自分の心に抱え込まず、

悩みや不安をシェアしてみませんか？ センターてんりは、子ども達と子育てす

るみなさんをサポートするため、専門のスタッフがみなさんからのご連絡をお待

ちしております。どなたでも無料でご相談いただけます。秘密は固く守ります。 


